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一人一台端末におけるアプリの利用について 

 

 今般、大聖寺高校で導入・活用していた非認知能力可視化と育成支援サービス「Edv Pat

h（運営：Edv Future株式会社）」において、運営会社より外部からの不正アクセス（ラン

サムウェア攻撃）を受けた旨、報告がありました。 

同サービスを使用しているのは県立学校では大聖寺高校のみと承知していますが、当面

の間、県立学校全校において、Edv Pathの利用を停止・新規導入を不可とします。 

同サービスのような生徒の個人情報等を事業者に提供するアプリを各校において利用す

る場合は、令和７年７月２８日付け教学第７５７号「一人一台端末におけるアプリの導入

及び設定変更に係る申請について」の趣旨を踏まえ、指定の様式による県教育委員会への

申請を徹底するとともに、県による特別な制限のないアプリを利用する場合であっても、

県の情報セキュリティポリシーなどを遵守するとともに、当該アプリの利用規約を確認の

上、保護者等に利用同意書をとるなど、必要かつ適切な手順を経て、情報セキュリティ責

任者である校長の責任の下で利用してください。 
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